
 

 
 

 

契約手続及び履行確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成29年12月22日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

監査委員事務局 

 監査第一課 

 

下記の契約について、同条件での比較見積徴取となっていなかった。 

 

(1) 文書溶解処分委託 

   仕様書及び徴取していた見積書に箱の大きさ等の明示がない。 

 

(2) 指定物品「監査委員名札（卓上名札、在・不在名札）」の購入 

卓上名札 

仕様書 脚台２ 

不採用（ウェブページ参考価格） 脚台なし 

    

在・不在名札 

仕様書 両面 

不採用（ウェブページ参考価格） 片面 

 

 

 

 契約事務のルール等について周知徹底を図り、法令等に基

づき、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 契約事務のルール等につい

て、事務を担当するグループ内

に周知徹底を図った。 

 今後は、委託業務内容及び購

入物品の実態を踏まえ、契約事

務のルールに基づき、適正な事

務処理を行う。 

【大阪府財務規則】 

（見積書の徴取） 

第62条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、

なるべく２人以上の者から見積書（当該見積書に記載す

べき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条にお

いて同じ。）を徴さなければならない。ただし、契約の

目的及び性質により見積書を徴する必要がないと認め

て知事が別に定めるものについては、この限りでない。 

 

【大阪府財務規則の運用】 

第62条関係 

３ 前項に掲げるもののほか、取引の実例価格を考慮し

て、価額が適正と認められる１件の代金が10万円以下の

ものの購入、修理等に係るものについては、電話、ファ

ックス、電子メール及びウェブページ等により価額の見

積りを取り、その状況を記録しておくことにより見積書
の徴取に代えることができる。 



 

 
 

 

時間外等勤務実績の登録・確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成29年12月22日） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

監査委員事務局 

 監査第一課 

 

直接監督責任者が時間外勤務命令を行った後に、時間外勤務を行った職員が、

時間外勤務実績入力を失念したまま放置されていた事案が１件あった。 

 

人数 延べ件数 事実発生時期 

１名 １件 平成29年２月 

 

 

 

 速やかに是正措置を講じられたい。職員が時

間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合に

は、速やかに時間外勤務の実績の入力を行うと

ともに、直接監督責任者は総務事務システムに

より、職員の時間外勤務実績の入力漏れがない

か把握を行うなど適切な勤務管理を行われた

い。 

 

 是正を求められた時間外勤務命令

については、時間外勤務の有無を確認

し、勤務実績承認処理等を行った。 

 これにより時間外勤務手当の追給

が発生した職員に対しては、総務サー

ビス課への追給処理を依頼し、追給を

行った。 

 今後適正な勤務管理を行っていく

ため、(1)職員が時間外勤務を行った

場合は、速やかに実績登録を行うこ

と、(2)直接監督責任者は、実績登録

がされていない場合、当該職員に対し

速やかに登録を行うよう指導するこ

と、(3)直接監督責任者は毎月末に申

請・承認漏れがないかを確認すること

について、周知徹底を行った。 

 


